
1 

セルフ水素スタンドガイドライン

JPEC-TD 0004（2018） 

平成 30年 5月 21日 制定 

一般財団法人石油エネルギー技術センター 

参考資料１



2 

 

 

 

まえがき 

 

 本ガイドラインは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）の

委託により「水素利用技術研究開発事業／燃料電池自動車及び水素供給インフラの国内規制適正

化、国際基準調和・国際標準化に関する研究開発／水素ステーションの設置･運用等における規制

の適正化に関する研究開発」において、有識者等で構成された委員会での審議を経て作成さ

れたガイドライン案をもとに、平成30年5月21日に当センターの技術指針として制定した

ものである。 
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１．目的と概要 

 

（１）目的 

本ガイドラインは、事業者がセルフ水素スタンドを設置・運営するためのガイドライン

であり、事業者が行う第一種製造者になるための申請から製造開始までの手続きにおいて、

セルフ水素スタンドとして準備すべきこと、認識しておくべきこと及び顧客に水素充塡の

準備作業を安全に行わせるために最低限実施すべきハード面、ソフト面の対策についてま

とめたものである。 

 

（２）本ガイドラインの概要 

日本では、圧縮水素スタンドは２０１４年度より商用化がはじまり、２０１７年度現在、

全国で約１００か所の圧縮水素スタンド（移動式圧縮水素スタンドを含む）が設置されて

いる。経済産業省による水素・燃料電池戦略ロードマップによれば、圧縮水素スタンドは、

今後、２０２０年度までに１６０か所程度、２０２５年度には３２０か所程度の設置が見

込まれている。また、２０２０年代後半には圧縮水素スタンドの自立化を目指して多様な

圧縮水素スタンドの可能性が検討されており、セルフ水素スタンドもその一つである。 

ガソリンスタンドは消防法、危険物の規制に関する政令（以下、危政令という）及び危

険物の規制に関する規則（以下、危規則という）のもとで設置・運営されている。日本の

セルフガソリンスタンドは危政令及び危規則が改正され、制御卓を設け、従業者が顧客の

作業を監視し、ポンプを起動して給油ができる有人のセルフガソリンスタンドとなってい

る。 

一方、圧縮水素スタンドは、高圧ガス保安法に基づき、高圧ガスの製造を許可された事

業者とその従業者により一般高圧ガス保安規則（以下「一般則」という）第７条の３に規

定する技術基準や例示基準のもとで運営されている。したがって、高圧ガスの製造の許可

を受けた者でなければ、高圧ガスの製造ができない。また、高圧ガス保安法の下では、現に

高圧ガスを取り扱う作業だけでなく、その準備作業も高圧ガスの製造という位置づけとなる。

一方、セルフガソリンスタンドは消防法に基づき給油設備の設置が許可されており、給油

作業を行う者に関する制約は圧縮水素スタンドとは異なる。 

セルフ水素スタンドでの顧客によるセルフ充塡は、高圧ガスの製造の許可を受けた事業

者と顧客の関係を事業者とその従業者の関係とみなすことで、可能であるという解釈から、

法規制が求める保安確保の中で、セルフ水素スタンドの実現に向け、高圧ガスの製造の許

可を受けた事業者と顧客の関係の必要要件、作業の範囲、高圧ガス保安法のもと充塡準備

作業を行う上で必要な教育等について経済産業省や高圧ガス保安協会の助言等を受け、検

討した。 
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２．適用範囲 

 

 本ガイドラインの対象となるセルフ水素スタンドは、一般則第７条の３又は、コンビナ

ート等保安規則（以下、コンビ則という）第７条の３の技術上の基準に基づいて建設され

た圧縮水素スタンドであって、顧客が自ら燃料電池自動車に水素を充塡するための準備作

業を行うことができるセルフ水素スタンドである。なお、コンビ則第 7 条の３は、一般則

第 7 条の３とほぼ同一の内容であるため、以下、一般則第 7 条の３について記載する。 

 

３．関連する法規・規格・基準等 

 

 関連する法規、規格、基準は以下のとおり。 

・高圧ガス保安法（以下、法という） 

・一般則 

・一般高圧ガス保安規則の機能性基準の運用について（以下、例示基準という） 

・高圧ガス保安協会基準 

・一般財団法人石油エネルギー技術センター基準等の自主基準 

・危険物の規制に関する政令 

・危険物の規制に関する規則 

・2016 CALIFORNIA FIRE CODE  

－CHAPTER 4  EMERGENCY PLANNING AND PREPAREDNESS 

－CHAPTER 23  MOTOR FUEL-DISPENSING FACILITIES AND REPAIR 

GARAGES 

 －CHAPTER 53 COMPRESSED GASES 

 －CHAPTER 58 FLAMMABLE GASES AND FLAMMABLE CRYOGENIC 

FLUIDS 

・NFPA（National Fire Protection Association） 

－30A Code for Motor Fuel Dispensing Facilities and Repair Garages 
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４．用語の定義 

 

４．１ セルフ水素スタンド 

 セルフ水素スタンドとは、一般則第７条の３の技術上の基準に基づき建設された圧縮水

素スタンドであって、顧客が自ら燃料電池自動車に水素を充塡する準備作業を行える圧縮

水素スタンドをいう。 

 

４．２ 事業者 

 本ガイドラインで使用する「事業者」とは、第一種製造者であって圧縮水素スタンドに

おいて高圧ガス製造をしようとする者をいう。 

 

４．３ 顧客 

 本ガイドラインで使用する「顧客」とは、セルフ水素スタンドの事業者と準委任契約を

締結して、水素充塡準備作業を行う者をいう。燃料電池自動車のオーナーであっても、契

約を結ばなければ、水素充塡準備作業は行えず、その場合は、ここでいう「顧客」には該

当しない。 

 

４．４ 水素充塡準備作業 

 本ガイドラインで使用する「水素充塡準備作業」とはセルフ水素スタンドで顧客が水素

充塡のために実施する作業を総称したものをいう。 

 具体的には、燃料電池自動車に水素充塡をするために、①脱圧されているディスペンサ

ーのホース及びノズルを取り回して、燃料電池自動車の車載容器充塡口にノズルを嵌合す

るまでの作業、②水素充塡準備完了指示、③水素充塡中の待機、④水素充塡終了後、脱圧

されたノズルを燃料電池自動車の車載容器充塡口から取り外して、ノズルをディスペンサ

ーに収納する作業、⑤静電気の除去、⑥車載容器期限の確認作業をいう。なお、実際の水

素充塡はセルフ水素スタンドの従業者の管理のもと、通常、自動で行われ、顧客の実施す

る水素充塡準備作業には含まれない。 

 

４．５ 準委任契約  

 準委任契約とは、契約当事者の一方が、特定の行為をすることを他方に委託する契約の

ことで、雇用契約や請負契約のように仕事や物の完成を約束する契約とは異なる。セルフ

水素スタンドでの事業者と顧客の間のセルフ水素充塡準備作業に関する契約は、事業者が

顧客に水素充塡準備作業の行為を委託するもので、その行為による成果を期待するもので

はないので、準委任契約に該当する。 

 

４．６ ＰＯＳ 

 ＰＯＳとは、Point-Of-Sales（販売時点情報管理）の略であるが、本ガイドラインでは、

これを使用した装置をいう。スタンドにおける自動車への燃料供給に関する伝票発行、日
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計・累計処理、カード別数量管理、タンク在庫管理、後方処理システムとの連動・データ

送信をトータルで行うことができる。セルフ水素スタンドにおいては、顧客との契約内容、

保安教育内容、充塡準備操作手順を表示できるタッチパネル画面が付属している。 

 

４．７ タッチパネル 

 タッチパネルとは、顧客に必要な操作や確認を液晶等の表示画面に直接触れることによ

り行うことができるＰＯＳ又はディスペンサーの付属装置。顧客への契約内容、保安教育

内容、充塡準備作業手順等を表示し、顧客が内容確認後、表示画面に触れることにより、

契約締結の意思、セルフ水素充塡準備作業実施の意思の有無等を事業者が確認できる。ま

た、セルフ水素充塡準備作業実施の意思を示した顧客は、タッチパネルの表示に従い充塡

準備作業を行うことができる。 

 

４．８ ディスペンサー 

 ディスペンサーとは、スタンドにおける車両への燃料供給機器であって、圧縮水素スタ

ンドにおいては、燃料電池自動車に燃料として水素ガスを供給する装置をいう。筐体、流

量計、バルブ、充塡ホース、緊急離脱カップリング、充塡ノズル等で構成される。 

 

４．９ 充塡ノズル 

充塡ノズルとは、ディスペンサーから充塡ホースを通して送られてくる高圧水素の取出

し口をいう。燃料電池自動車の充塡口（レセプタクル）に接続して、高圧水素を充塡する。 

70MPa 用と 35MPa 用で形状が異なり、燃料電池自動車に搭載されている許容圧力の異

なる容器の充塡口形状に対応しており、70MPa 用ノズルを 35MPa 容器の充塡口へ接続す

ることはできないように設計されている。また、ノズルと充塡口が完全に嵌合されていな

いと、水素が充塡されない仕組みとなっている。 

充塡ノズルは、ガソリン・軽油の給油ノズルに比べて重い（特に国産品）。理由は、高

圧ガス機器に要求される肉厚算定基準（例示基準）が厳しく、頑強な構造となり重くなる

ため。 

 

４．１０ 赤外線通信システム 

通常の充塡は、供給する高圧水素の温度と昇圧率を制御して、短時間に満充塡する充塡

プロトコルにしたがって行われる。これには、通信充塡と非通信充塡があり、通信充塡に

おいて、赤外線を用いて、車載容器のガス温度を圧縮水素スタンドに伝達する通信方法を

赤外線通信システムという。 

 

４．１１ 充塡ホース 

充塡ホースとは、ディスペンサーから燃料電池自動車に水素を高圧で送り込むための耐

圧ホースをいう。最高 82MPa の圧力に耐えられるよう、樹脂や繊維等により多層構造と

なっている。充塡ホースには、緊急離脱カプラーが接続されており、誤発進等の無理な引
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張に対し、ディスペンサー配管やホースが破損する前に、接続部が安全に離脱し、ガスが

漏れない構造になっている。また、ホースの取り回しによる摩擦や曲げ伸ばしによる損傷

の防止のための対策として一般的にスパイラルガードや樹脂等によるカバーが取り付け

られている。 

 

４．１２ 静電気除去装置 

 静電気除去装置とは、水素充塡の前に、充塡者、充塡準備者に帯電した静電気を予め除

去する装置をいう。シート状、棒状、パッド状等がある。 

 

４．１３ 車載容器 

車載容器とは、燃料装置用の圧縮水素を充塡するための燃料電池自動車に固定された容

器（国際圧縮水素燃料装置用容器等）をいう。35MPa 用と 70MPa 用がある。 

構造は内側にガスシール層（ライナー）、その周りを CFRP 層（カーボン繊維強化プラ

スチック）が覆う２層構造となっている。ライナーの種類はアルミ合金製ライナーとプラ

スチック製ライナーの２種類がある。 

 

４．１４ 車載容器記載事項 

 車載容器記載事項とは、車載容器総括証票における充塡すべきガスの名称、搭載容器本

数、充塡可能期限（最初の検査から１５年）、検査有効期限（検査から４年１か月）、最高

充塡圧力、車台番号、容器再検査合格証票における再検査日、再検査有効期限（再検査か

ら２年３か月）をいう。車載容器総括証票及び容器再検査合格証票は、充塡口扉の裏側に

貼付される。 

燃料電池自動車に水素を充塡する際は、車載容器が有効期限内であることを確認して充

塡しなければならないことが、法第４８条第１項及び一般則第７条の３第３項第１号で準

用する第６条第２項第１号ヌ及びルで定められており、充塡可能期限、検査有効期限、再

検査有効期限を確認して充塡する必要がある。 

（なお、「車検（自動車検査登録制度）と燃料電池自動車車載容器検査の期間の整合化

及び充塡時の車載容器総括証票等の確認の不要化」（２０１７年業界要望）について検討

されており、燃料電池自動車への水素充塡の際には、車載容器記載事項の確認が不要とな

る可能性があり、措置がなされた場合、ガイドラインに反映する予定である。） 

 

４．１５ 危害予防規程 

 法に基づき、事業所の保安維持に必要な事項を定め、人的及び物的損傷を防止し、公共

の安全を確保することを目的に、第一種製造者が定める規程をいう。一般則第６３条第２

項に規定する事項の細目について危害予防規程中に定め、都道府県知事に届け出なければ

ならず、変更した場合も同様である。第一種製造者及びその従業者は、危害予防規程を守

らなければならない（法第２６条第３項）。また、危害予防規程は、別に定める保安教育

計画と一体のものとすることになっている。よって、水素スタンドのセルフ化の際に、危
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害予防規程を変更した場合は、都道府県知事に届け出る必要がある。 

 

４．１６ 保安教育 

 保安教育は、法に基づき、危害予防規程と一体のものとして、事業所が保安に関する教

育計画を定め、これにしたがって実施されるものであり、人的及び物的損傷を防止し、公

共の安全を確保することを目的としている。保安教育は、保安意識の高揚、保安に関する

法規及び規程類の周知徹底、保安技術技能の練磨、事故・災害に対する教育訓練に関し、

教育対象者の担当業務、習熟度、製造又は取り扱う高圧ガスの種類等に応じ内容を定める。

なお、未経験の現場従業者の教育訓練については、基礎的知識及び技能に重点を置くこと

が高圧ガス保安協会基準 KHKS 1802-2 に記載されている。 
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５．セルフ水素スタンドにおける必要要件 

 

 事業者がセルフ水素スタンドを設置し、顧客による水素充塡準備作業を実施させること

ができる必要要件は以下の①②である。 

①顧客を従業者と同等とみなすための必要条件 

以下の要件を含む準委任契約（等）を顧客と事業者間で締結し、顧客を事業者の管理下

に置くことで、事業者と顧客の関係を事業者とその従業者との関係と同等とみなすこと

ができる。 

（ア）事業者は、顧客を特定する。 

（イ）事業者は、顧客の作業内容を特定する。 

   ・安全要件に関しては顧客に判断させない。 

   ・顧客自ら判断を行う項目を特定する。 

    １）契約手続き、充塡準備作業の継続か中止の判断 

    ２）ノズルが嵌らなかったり、外れなかったりした場合等、想定通りにうまく

作業ができない場合に従業者に連絡することの判断 

（ウ）顧客は、事業者の指示を遵守する。 

（エ）事業者は、顧客を水素スタンド従業者と同等に扱う。 

・顧客に事業者が定めた保安教育計画に基づき保安教育を受けさせる。 

・顧客に危害予防規程の非常時に措置等の重要事項を守らせる。 

・顧客に高圧ガス保安法に基づく行動をとらせる。 

②顧客にセルフ水素充塡準備作業を実施させることができる設備、運営等の要件 

（ア）顧客が充塡ホースとノズルの取り回し及びノズルの着脱を行う際には脱圧されて

いること。 

（イ）ノズルの嵌合が完全でない限り水素が充塡されないこと。 

（ウ）監視カメラ等で、顧客を監視できること。 

（エ）インターホン等で、顧客とコミュニケーションが取れ、作業指示等の連絡ができ

ること。 

（オ）危害予防規程にセルフ水素スタンド特有事項の追記と届け出をすること。 

（カ）保安教育計画に顧客への保安教育内容等の追記をすること。 

 （キ）一般則第７条の３第３項第１号（第６号第２項第２号ヌ準用）、第２号、第５号

の対応ができていること。 

・一般則第７条の３第３項第１号（第６号第２項第２号ヌ準用） 

刻印等に示された年月から１５年を経過した容器に高圧ガスを充塡しないこと。 

・一般則第７条の３第３項第２号 

充塡した後に容器とディスペンサーとの接続部分を外してから車両を発車させ

ること。 

    ・一般則第７条の３第３項第５号 

     圧縮水素を燃料とする車両に固定した容器に充塡するときは、ディスペンサー
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のホースの先端部に設けた充塡用のノズルと当該容器との接続部が凍結した状

態で接続しないこと。 

 

 なお６章以降に①②の必要要件を満たすための具体的な措置等を例示する。章毎の概要

は以下のとおり。 

  ６．セルフ水素スタンド設置における手続きの流れ： 

申請から運営開始までの流れの中での留意すべき手続き 

  ７．セルフ水素スタンド運営におけるイベントの流れ： 

    顧客の来店~退店の流れの中で、留意すべき項目 

  ８．顧客にセルフ水素充塡準備作業を許容するための必要事項： 

準委任契約締結、危害予防規程・保安教育、顧客の監視について 

  ９．水素充塡準備における具体的作業と安全対策： 

顧客の充塡準備作業各工程において留意すべき保安対策 

  １０．解説： 

準委任契約例、タッチパネル例 
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６．セルフ水素スタンド設置における手続きの流れ 

 

 圧縮水素スタンドを設置し高圧ガスの製造をするためには、法第５条第１項の規定によ

り都道府県知事の許可を受けなければならない。図１はセルフ水素スタンド設置における

手続きの流れについて、高圧ガス保安協会（KHK）「圧縮水素スタンド技術基準解説 第

二版 平成 29 年 3 月」にある「第一種製造者となる場合の手続きの流れ」を参考に作成

したものである。 

 この図１の手続きにおいて、セルフ水素スタンドとして設置するための重要なポイント

が３点あり、高圧ガス製造許可申請書を提出する前の事前相談時、スタンド建設中におけ

る危害予防規程・保安教育計画制定時、セルフ水素スタンド運営時である。このうち、セ

ルフ水素スタンド運営時については、７．セルフ水素スタンド運営におけるイベントの流

れで説明する。 

 

６．１ 高圧ガス製造許可申請書を提出する前の事前相談時 

圧縮水素スタンドを設置するためには、まず、高圧ガス製造許可申請書を都道府県知事

に申請する必要があるが、その前に、都道府県又は権限移譲された自治体（以下、都道府

県等という）に、スタンドの概要の説明、レイアウト、必要書類の確認等の相談を行い、

都道府県等からの指導内容等を加味して、申請書を作成する。この際、セルフ水素スタン

ドとしての概要説明（セルフ顧客の取扱い、顧客の作業範囲と保安対策等）、セルフ充塡

準備作業を考慮したスタンドレイアウト等のセルフ水素スタンド設置の為の事前相談が

必要になると考えられる。この事前相談により、新規のセルフ水素スタンド設置希望事業

者は、よりスムーズに都道府県等に申請することができ、都道府県等も申請がセルフ水素

スタンドにより高圧ガスの製造を実施しようとする事業者であることを把握することが

できる。 

 

６．２ 危害予防規程・保安教育計画制定時 

高圧ガスの製造許可を受け、スタンド設置工事等と並行して、事業者は、危害予防規程

を制定し届け出をするとともに保安教育計画を制定する。その際、セルフ水素スタンドに

おいては、顧客がセルフ水素スタンドで充塡準備作業を行うことを考慮して、危害予防規

程、保安教育計画を作成しなければならない。これは、既存のフルサービスの圧縮水素ス

タンドをセルフ水素スタンドに変更する場合も同様に顧客が行う充塡準備作業を考慮し

て、危害予防規程、保安教育計画を変更し、法第２６条第１項の規定により、危害予防規

程の変更を都道府県知事に届け出なければならない。フルサービスからセルフサービスに

変更する際、高圧ガス設備の変更申請が不要な場合、法第１４条による製造施設の変更の

許可を得る必要はないが、危害予防規程の変更の届け出により、都道府県等は既存の水素

スタンドがセルフ水素スタンドに変更されたことを知ることができる。 
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図１ セルフ水素スタンド設置における手続きの流れ  
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７．セルフ水素スタンド運営におけるイベントの流れ 

 

顧客がセルフ水素スタンドに来店し、燃料電池自動車に水素を充塡し、退店するまでの

イベントは大別すると、来店、セルフ充塡準備に関する契約締結、教育受講、充塡準備作

業、精算・退店である。図２に、各イベントに対し、顧客、事業者の実施内容、手続き及

び必要な対策について概要を示す。セルフ水素スタンドでは、顧客には、車載容器の期限

確認及び、脱圧された充塡ホース及び充塡ノズルを取り回し、燃料電池自動車の車載容器

充塡口にノズルを嵌合するところまでと、水素充塡が終了し、脱圧された後のホース及び

ノズルを車載容器充塡口から取り外し、ディスペンサーへノズルを収納する一連の水素充

塡準備作業を行ってもらい、水素充塡の可否判断、充塡許可及び充塡の実施は事業者又は

従業者が行う。 

顧客にセルフ充塡準備作業を行わせるためには、セルフ水素スタンドの事業者は顧客と

セルフ充塡準備作業に関する準委任契約を結び、顧客にセルフ充塡準備作業を委任する。

その委任条件として、顧客に、危害予防規程に則り保安教育を受講させる。具体的には、

禁止行為・禁止事項、緊急時の対応、委任する充塡準備作業の範囲に関する保安教育を受

講させ、その後、手順にしたがって準備作業を行ってもらう。事業者は、顧客が充塡準備

作業を行う際、顧客の安全を確保するための対策を講じなければならない。 
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図２ セルフ水素スタンドの運営におけるイベントの流れ  



16 

 

８．顧客にセルフ水素充塡準備作業を許容するための必要事項 

 

 図３に顧客にセルフ水素充塡準備作業を行わせるための基本的考え方を示す。 

水素充塡を行うためには、法第５条第１項の規定により都道府県知事の許可を受けなけ

ればならない。水素充塡準備作業は水素充塡の一部と解釈されるため、たとえ準備作業で

あっても、法を遵守して行わなければならない。 

そのため、顧客にセルフ充塡準備作業を行わせるためには、都道府県知事の許可を受け

たセルフ水素スタンドの事業者が顧客とセルフ充塡準備作業に関する準委任契約を結び、

従業者と同等とみなせるように、顧客にセルフ充塡準備作業を委任する。その委任条件と

して、顧客には、法に定める危害予防規程に則り保安教育を受講してもらう。具体的な保

安教育として、禁止行為・禁止事項、緊急時の対応、委任する充塡準備作業の範囲を受講

させ、その後、手順にしたがって準備作業を行ってもらう。 

契約、保安教育及び手順説明は書面や直接対面対応でも問題ないが、手続き時間の短縮、

従業者の拘束・負担低減の観点から、本ガイドラインではＰＯＳタッチパネル画面を用い

た手続きを中心に説明する。その具体的手続きフローの例として、来店毎に契約を結んで

水素充塡準備作業を行う「その場セルフ契約方式」と 初来店時に契約し、その証拠とし

て事業者がカードを発行し、来店２回目以降は、契約、教育受講の手続きの必要なく充塡

準備作業が行える「セルフ水素カード契約方式」を提案する（図４）。 

以下、本章では、水素充塡準備作業に関する準委任契約の締結、セルフ水素スタンドに

おける危害予防規程の制定、保安教育計画の制定と保安教育の実施、顧客の作業中におけ

る事業者（従業者）の業務について概説する。 
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図３ 顧客にセルフ水素充塡準備作業を実施してもらうための基本的な考え方 

 

 

図４ その場セルフ契約方式とセルフ水素カード契約方式の手続きフロー概要  
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８．１ 水素充塡準備作業に関する準委任契約の締結 

 

（１）契約の形態 

セルフ水素スタンドにおいて、顧客に水素充塡準備作業を行わせるためには、事業者

が特定した顧客に水素充塡準備作業を委任し、顧客が法を守って水素充塡準備作業を行

うことを受任する準委任契約を事業者と顧客の間で締結しなければならない。契約の形

態は、準委任契約に限ったものではないが、雇用契約や請負契約のように、何らかの成

果を前提に作業や仕事を委託するものではなく、実施行為を委任するものであり、実施

によりなんら結果を求めるものではないことが明確でなければならない。 

 

（２）準委任契約締結のポイント 

セルフ水素スタンドにおいて、事業者が顧客に水素充塡準備作業を委任する準委任契

約締結のポイントを以下に示す。 

・契約する顧客の特定ができること。 

水素充塡準備作業を委任するためには、顧客を特定しなければならない。一例と

して、精算に使用するクレジットカードにより顧客を特定する方法が考えられる。

精算時に、クレジットカードから顧客を特定できる情報を入手し、水素充塡準備作

業を委任する契約を締結する。顧客特定の方法は、事業者として特定したと判断で

きれば、クレジットカードによる確認に限ったものではなく、運転免許証、マイナ

ンバーカード等による確認等、どのような方法でも構わない。また、契約を締結し

た後、セルフ水素カードを発行した場合は、これにより顧客を特定できる。 

一方、法人カード等、個人が特定できないものは、そのままでは、セルフ水素ス

タンドにおいて、顧客の特定には使用することはできない。 

 ・契約画面（又は契約書）は、委任する内容、委任する条件が明確であること。 

 契約画面（又は契約書）を一目見ることで、顧客に何を委任しているのか、委任

の条件が何かがわかることが重要である。特に、タッチパネル画面での契約の場合、

限られたスペースでわかり易く示すことが重要である。 

例１）委任事項が水素充塡準備作業というだけでなく、具体的な作業がイメージ

できるようにする。 

例２）委任条件は、保安教育の受講（禁止行為・禁止事項、緊急時の対応、委任

作業範囲）、契約期間（その場セルフ契約方式：１回限り、セルフ水素カ

ード契約方式：保安教育の有効期間、１年以内）、ガイダンスに従った作

業の実施である。委任条件は、契約画面（又は契約書）の中で可能な限り

具体的な内容を示すことが望ましい。また、内容理解が不十分な状態で、

契約を締結しても、具体的な内容を確認した後、契約を解除することがで

きる（従業者による充塡に変更できる）ようにしておくことで、顧客との

齟齬によるトラブルを回避できると考える。 

 ・顧客が、法を遵守して充塡準備作業を実施しなければならないことを理解できること。 
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例１）契約画面の委任条件に、法に基づく保安教育を受講してもらうことを明記

するほか、具体的な保安教育画面毎に「確認 OK」にタッチさせるのでは

なく、「確認事項を守って、充塡準備作業を行います」（例）をタッチさせ、

安全意識を確認して次画面に移るようにすることで、顧客の安全意識を高

める。 

・タッチパネルにおける契約においては、再確認画面を設ける、前画面に戻れる、締結

後も充塡準備作業途中で解約ができる等の仕組みが必要。 

 

なお、ここで示すポイント以外にも、契約締結のために留意すべき点があると考えら

れるので、実際にセルフ水素スタンドを設置するときには、各事業者にて、本ポイント

も踏まえ、法律の専門家に相談の上、契約画面を作成することを推奨する。 

 

（３）その場セルフ契約方式とセルフ水素カード契約方式 

 顧客が来店し、事業者（従業者）が顧客を特定し、準委任契約を締結し、顧客が保

安教育内容を確認し、顧客が水素充塡準備作業を実施し、従業者が水素を充塡して、

顧客が精算後退店する一連の手続きフローの例として、その場セルフ契約方式とセル

フ水素カード契約方式を提案する。  

一連の手続きは、この２方式に限られるものではなく、７．セルフ水素スタンド運

営におけるイベントの流れを参考に、セルフ水素スタンド運営事業者の責任において、

運用しやすい方法で実施しても構わない。ただし、この２方式は、顧客にセルフ水素

充塡準備作業を行わせるための必要事項が盛り込まれていることを確認しているが、

この２方式と異なる方式で運営する場合は、関連部署に確認することを推奨する。 

 

 ・その場セルフ契約方式 

 本方式は、顧客は、来店する毎に、その時１回限りの水素充塡に関し、セルフ水

素充塡準備作業の契約を事業者と締結し、委任条件に従い、保安教育の受講、ガイ

ダンスによる充塡準備作業の実施により、燃料電池自動車に水素を充塡することが

できる。表１にその場セルフ契約方式手続きフローを示す。毎回、来店毎に表１に

示す手続きを実施するので、どこのセルフ水素スタンドであっても、セルフ水素充

塡準備作業を行うことができる。 

 

 ・セルフ水素カード契約方式 

  本方式は、顧客は、初回来店の際、その場セルフ契約方式と同様の手続きを行う

ことで、セルフ水素充塡準備作業を実施し、燃料電池自動車に水素を充塡すること

ができる。この際、セルフ水素カード契約方式のセルフ水素スタンドの事業者は、

契約締結の証として、顧客にセルフ水素カードを発行する。事業者が複数のセルフ

水素スタンドを経営している場合、あらかじめ、それらのスタンドでの契約内容、

保安教育内容等を同一にする等の工夫をすることにより、顧客は、２回目以降は、
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事業者側の契約者が同一であるセルフ水素スタンドにおいては、セルフ水素カード

提示により、カードの有効期間（１年以内）の間は、契約締結、保安教育の受講を

経ることなく、充塡準備作業を実施できる。ただし、セルフ水素カードを使用でき

るのは、契約した本人に限られることを契約に明記するとともに、顧客はそれを遵

守しなければならない。表２にセルフ水素カード契約方式の初回来店時の手続きフ

ローを、表３に２回目以降の手続きフローを示す。なお、カードの有効期間が過ぎ

た場合は、顧客は契約延長、保安教育受講により、有効期限を更に１年延長して、

充塡準備作業を行える。 
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表１ その場セルフ契約方式手続きフロー（例） 
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表２ セルフ水素カード契約方式 初来店手続きフロー（例） 
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表３ セルフ水素カード契約方式 ２回目以降の来店手続きフロー（例） 
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８．２ セルフ水素スタンドにおける 

危害予防規程、保安教育計画の制定と保安教育の実施 

 

セルフ水素スタンドにおいて、事業者は顧客に水素充塡準備作業を委任するために、委

任条件として、顧客の作業内容に対応して、必要な危害予防規程、保安教育計画を制定し、

保安教育を実施しなければならない。 

 

（１）法における危害予防規程、保安教育と従業者との関係 

■危害予防規程 

危害予防規程に関しては、法第２６条において、以下のように定められている。 

・第一種製造者は、経済産業省令で定める事項について記載した危害予防規程を定め、経

済産業省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。これを変

更したときも、同様とする。（第１項） 

・第一種製造者及びその従業者は、危害予防規程を守らなければならない。（第３項） 

 更に、第１項記載の経済産業省令の定めるところとは、具体的には一般則第６３条第２

項、第３項、第５項及び第７項に定める細目を指すが、同条第３項、第５項及び第７項

の細目については、特定の地域の事業所で定める細目のため、ここでは同条第２項に規

定する１１の細目を示す。 

①法第８条第１号の経済産業省令で定める技術上の基準（製造施設の位置、構造及び

設備の技術上の基準）及び同条第２号の経済産業省令で定める技術上の基準（製造

の方法の技術上の基準）に関すること。 

②保安管理体制並びに保安統括者、保安技術管理者、保安係員、保安主任者及び保安 

企画推進員の行うべき職務の範囲に関すること。 

③製造設備の安全な運転及び操作に関すること（①に掲げるものを除く）。 

④製造施設の保安に係る巡視及び点検に関すること（①に掲げるものを除く）。 

⑤製造施設の新増設に係る工事及び修理作業の管理に関すること（①に掲げるものを

除く）。 

⑥製造施設が危険な状態となったときの措置及びその訓練方法に関すること。 

⑦協力会社の作業の管理に関すること。 

⑧従業者に対する当該危害予防規程の周知方法及び当該危害予防規程に違反した者に

対する措置に関すること。 

⑨保安に係る記録に関すること。 

⑩危害予防規程の作成及び変更の手続きに関すること。 

⑪①～⑩に掲げるもののほか災害の発生の防止のために必要な事項に関すること。 

 このうち、セルフ顧客に関連するものは①②③⑥⑧⑪である。 

 ■保安教育 

   保安教育に関しては、法第２７条において、以下のように定められている。 

・第一種製造者は、その従業者に対する保安教育計画を定めなければならない。（第１項） 
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・第一種製造者は、保安教育計画を忠実に実行しなければならない。（第３項） 

・（高圧ガス保安）協会は、高圧ガスによる災害の防止に資するため、高圧ガスの種類毎

に、第１項の保安教育計画を定め、又は第４項の保安教育を施すにあたって基準となる

べき事項を作成し、これを公表しなければならない。（第６項） 

   高圧ガス保安協会が定める保安教育計画の指針 KHKS 1801-2 には、教育訓練内容

は「従業者の担当業務、習熟度に応じて、教育内容を調整する」ものとし「未経験の

現場従業者」に対しては、「定められた現場従業者の教育訓練の内容のうちの基礎的

知識及び技能に重点を置く」よう定められている。よって、セルフ水素充塡準備作業

を行う顧客に対する保安教育は、「危害予防規程を考慮した、水素充塡準備作業に関

連した基礎的知識及び技能に重点をおいた」ものとなると考える。 

以下に KHKS 1801-2 に記載されている現場従業者の教育訓練内容を示す。 

 

   ＜KHKS 1801-2 保安教育計画の指針 より＞ 

8.3 現場従業者の教育訓練 

8.3.1 保安意識の高揚 

    a)公共の安全確保の重要性 b)事故・災害が事業に及ぼす影響 c)保安管理体制 

8.3.2 法規及び規程類 

    a)法及び保安規則等のうちの必要事項 b)危害予防規程のうちの必要事項 

    c)規程類のうちの必要事項 

8.3.3 当該作業場における製造又は取り扱う高圧ガスの性質 

    a)高圧ガスの物性 b)漏えい、噴出、拡散、火災、爆発等に対する危険性 

    c)有毒性及び有害性 

8.3.4 当該作業場における運転、操作等の保安技術 

    a)製造方法 b)運転技術の習熟、運転基準類の習得  

c)保安設備等の知識及び取扱い訓練 d)保護具の取扱い訓練  

e)立入制限、火気使用等の警戒標等標識に関する項目 f)その他 

8.3.5 当該作業場における製造設備の保安技術 

    a)保全の方法 b)保全に関する基準類の習得 c)工事に関する技能及び保安対策 

    d)計器類に関する知識及び取扱い訓練 e)治具、工具の取扱い訓練 

8.3.6 異常状態に対する教育訓練 

    a)異常状態の発見方法 b)不調・故障時の措置及び訓練  

c)事故・災害時の応急措置 d)防災及び退避訓練 

8.3.7 安全に関する一般的規律 

8.3.8 その他必要事項 

     

    このうち、セルフ水素充塡準備作業を行う顧客に対する保安教育項目は、保安意識

の高揚、法規及び規程類、（当該作業場における）製造又は取り扱う高圧ガスの性質、
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（当該作業場における）運転、操作等の保安技術、異常状態に対する教育訓練が該当

する。 

 

 ■具体的な顧客向け保安教育項目 

   表４に、現場従業者教育訓練項目と危害予防規程の必要細目の関係と、セルフ水素

充塡準備作業を行う顧客向け保安教育項目を示す。 

 

  表４ セルフ顧客向けの保安教育項目 

現場従業者教育訓練項目 

（KHKS 1801-2） 

危害予防規程細目 

（一般則第 63 条第 2 項） 

セルフ顧客向け保安教育項目 

8.3.1 保安意識の高揚 ②保安体制 ａ．保安法のもとでの作業であ

ること、保安を遵守すること、

罰則があることの周知 

8.3.2 法規及び規程類 ⑧危害予防規程の周知・

罰則 

8.3.3 製造又は取り扱う高

圧ガスの性質 

⑪災害発生の防止（禁止

行為・禁止事項） 

ｂ．禁止行為・禁止事項の確認 

8.3.4 運転、操作等の保安

技術 

①製造方法に関すること 

③安全な運転・操作 

ｄ．充塡準備作業範囲の確認

ｅ．具体的な作業の実施 

8.3.6 異常状態に対する教

育訓練 

⑥危険状態の措置 ｃ．緊急時の対応 

 

 

（２）具体的な顧客向け保安教育内容 

表４に示すセルフ顧客向け教育項目の詳細案を以下に示す。 

ａ．法のもとでの作業であること、保安を遵守すること、罰則があることの周知 

 準委任契約に「法に基づき保安教育を受講」してもらうことと「罰則があること」

を盛り込み、また、タッチパネルの各ページにおいて、法のもとでの作業であること

を明記する等により顧客に周知する。 

 

ｂ．禁止行為・禁止事項の確認 

  ア）タッチパネル、保安教育画面を活用し、以下の内容を顧客に周知する。 

   ■水素の性質 

   ・取り扱う水素は可燃性の高圧ガスであること。 

   ・間違った取扱いをすると、火災、爆発の危険があること。 

   ・決まりを守って取り扱えば安全であるので、禁止行為・禁止事項を行わないこと。 

   ■禁止行為・禁止事項 

   ・燃料電池自動車スイッチ ON のままの水素充塡 

   ・充塡準備作業場所での喫煙 
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   ・充塡準備作業場所での火気使用 

   ・電子機器（携帯電話、スマートフォン等）の使用 

   ・許可された者以外の充塡準備作業 

  イ）従業者は以下の対応が取れるようにあらかじめ準備しておく。 

   ■保安教育項目の選定理由に関する質問への回答 

    →８．２（１）を参照のこと。 

 

ｃ．緊急時の対応 

  ア）タッチパネル、保安教育画面を活用し、以下の内容を顧客に周知する。 

   ■緊急時の基本的な考え方 

   ・顧客の安全を第一に考え、作業を中断して、安全な場所に避難すること。 

   ■具体的な避難行動 

   ・自然災害（地震等）、警報、アナウンス、その他の異常を確認した場合、燃料 

電池自動車はその場に放置し、充塡中のノズルは燃料電池自動車に接続したまま、 

従業者の指示に従い、掲示されている避難場所に避難すること。 

   ・不明な点、従業者に連絡したい場合は、インターホンを活用すること。 

   ・避難場所、インターホンの設置場所・使い方は、掲示を確認すること。 

  イ）事業者、従業者は以下の措置をあらかじめ準備しておく。 

   ■各セルフ水素スタンドの設備やレイアウトに応じた顧客への緊急時の連絡方法

（警報、アナウンス等）及び避難指示方法を整備しておくこと。 

   ■避難場所・避難経路の表示、インターホンの設置場所・使い方の掲示 

   ■緊急停止の際、自動でディスペンサー周りの水素を脱圧するシステムの設置 

   ■セルフ顧客存在時の対応を加えた危害予防規程の発災時対応マニュアルの整備 

 

ｄ．具体的な作業範囲の確認 

  ア）タッチパネル、保安教育画面を活用し、以下の内容を顧客に周知する。 

   ■顧客に実際に作業してもらう項目 

1）静電気除去 

2）燃料電池自動車の車載容器期限確認 

3）ディスペンサーからのノズル取り外し～燃料電池自動車充塡口へのノズルの 

嵌合 

4）水素充塡準備完了指示 

5）充塡中待機 

6）燃料電池自動車充塡口からのノズル取り外し～ディスペンサーへのノズルの 

収納 

  ■上記作業は、脱圧したホース及びノズルの取扱いであり、高圧ガスを取扱う作業 

でないことの周知 

  ■高圧の水素を充塡する作業は従業者が行うことの周知 
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ｅ．具体的な作業の実施 

作業毎に、タッチパネルガイダンスにより実施。内容と留意点は９．水素充塡準備

における具体的作業と安全対策にて記載。 
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８．３ 顧客の作業中における事業者（従業者）の業務 

 

 顧客に安全に水素充塡準備作業を実施してもらうために、事業者（従業者）は常に顧客

の行動に注意を払い、顧客来店～退店まで安全に滞りなく進めなければならない。 

 法及び一般則の中には、セルフ水素スタンドの従業者に対する特有な業務や設備的な追

加措置については規定されていない。一方、海外のセルフ水素スタンド、国内セルフガソ

リンスタンドにおいては、従業者は、充塡作業をする顧客を監視・指導することや設備的

な追加措置等が法規で定められている。 

ここでは、海外セルフ水素スタンド、国内セルフガソリンスタンドの従業者が保安のた

めに行っている業務や必要な設備等を参考に、水素スタンド及び水素充塡準備作業を行う

顧客の安全確保の観点から、コミュニケーションツール及び従業者が行う業務についてま

とめる。なお、顧客の作業毎の詳細な対策に関しては、９．水素充塡準備における具体的

作業と安全対策 に示す。 

 

（１）コミュニケーションツールの充実 

 フルサービス水素スタンドとセルフ水素スタンドとの違いは、前者が水素充塡作業の全

てを従業者が行うのに対し、後者は、従業者の作業の一部を顧客が行うところにある。そ

のため、顧客が作業を行うにあたり不明点が生じた場合に従業者に確認をし、従業者が顧

客の作業を常に監視し、間違った操作をしそうな場合に注意を促すことができるコミュニ

ケーションツールの充実が不可欠である。 

 一般則第７条の３第１項第１号（第６条第１項第４０号を準用）、第２項３２号に緊急

時の通報を行うための措置を講ずることが定められており、例示基準３２に具体的な通報

のための措置が示されている。セルフ水素スタンドにおいては、それらを活用することに

加え、双方で会話ができるインターホンをＰＯＳ周りに設置し、顧客と事務所の従業者間

での会話が容易に行えるようにすることが重要である。また、ポスター掲示やタッチパネ

ル画面等により、インターホンの場所やその使い方を表示する必要がある。 

 更に、従業者は、直視による監視ができない場合、セルフガソリンスタンドで活用され

ている監視カメラによる顧客の監視を行うとともに、事務所ＰＯＳにて、顧客の作業状況

を監視することが望まれる。事務所に設置するＰＯＳは、顧客のタッチパネル操作状況が

分かる仕様のものを推奨する。 
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（２）従業者の具体的対応 

以下に、セルフ顧客の来店から退店までの間に、従業者が留意すべき点、あらかじめ準

備しておく点をまとめる。 

表５ セルフ顧客来店から退店の間の従業者の具体的対応 
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９．水素充塡準備における具体的作業と安全対策 

 

本ガイドラインが対象とするセルフ水素スタンドは、一般則第７条の３の技術上の基準

に基づいて保安対策をされた圧縮水素スタンドである。更に、本ガイドラインで想定する

セルフ水素スタンドは、従業者が常駐し、顧客を監視・指導するセルフ水素スタンドであ

り、無人の圧縮水素スタンドではない。セルフ水素スタンドでの顧客の作業は、車載容器

の期限確認及び、脱圧された充塡ホース及び充塡ノズルを取り回し、燃料電池自動車の車

載容器充塡口にノズルを嵌合するところまでと、水素充塡が終了し、脱圧された後のホー

ス及びノズルを車載容器充塡口から取り外し、ディスペンサーへノズルを収納する一連の

水素充塡準備作業であり、ディスペンサーから高圧水素を燃料電池自動車に充塡する高圧

ガスの製造に当たる行為は、顧客ではなく、従業者が行う。 

 このような保安状態にあるセルフ水素スタンドに関し、生じるリスクと対策例を、顧客

の作業範囲を加味してまとめたものが、図５である。これを見てわかるように、対象のセ

ルフ水素スタンドにおける保安対策は、顧客が直接高圧ガスを取り扱わないため、高圧ガ

ス取扱いに対する保安対策ではなく、作業中の顧客の怪我や設備の破損に対する保安対策

の検討が重要である。以下、９．１～９．７ でそれぞれの作業毎のリスクと対策、関連

法規制をまとめる。 

 

 

図５ セルフ充塡準備作業のリスクと対策例  
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９．１ 全工程共通の安全対策 

 セルフ水素スタンドにおいては、顧客が水素充塡の準備作業を実施する。顧客の安全対

策に関しては、一般則第７条の３に保安対策が措置されているが、当面、顧客は作業に習

熟していない素人であることを考え、全体の工程を通して、不明点を確認できるツールを

充実させ、確実に作業が実施でき、万が一異常事態が起きた時も、速やかに対応できるよ

うな対策を講じておかなければならない。 

・コミュニケーションツールの充実 

 顧客と従業者間の情報交換、意思疎通を図るためのコミュニケーションツールを充実さ

せることが重要である。そのための措置として、双方向での会話ができるインターホンの

設置、顧客の作業が事務所で確認できるような監視カメラの設置、顧客の危険行為・異常

事態等緊急時に事務所からアナウンスできる放送設備の設置等を提案する。 

 また、タッチパネルにて、セルフ水素スタンドを運営する場合は、顧客のタッチパネル

操作による従業者の呼び出しや充塡作業途中断念が容易にできる工夫が必要である。 

 また、顧客が使用する設備については、その設置場所と使い方がわかるよう、見やすい

ところに掲示することが重要である。 

・事務所での従業者による顧客の行動の監視 

 顧客の充塡準備作業の状況を常に把握するため、従業者は事務所にて、顧客の行動を監

視する必要がある。そのためには、直接、顧客の行動を確認するための監視カメラの設置

や、顧客がタッチパネル操作により充塡準備作業を行っている状況が、事務所 POS にて

確認できるシステムの設置等を推奨する。 

・緊急時の対応 

 顧客の来店から退店までの間に、水素漏えいや火災等、緊急事態が発生した場合、顧客

を安全に避難させる必要がある。そのためには、上記のコミュニケーションツールの充実、

従業者による顧客の行動監視が不可欠である。実際の緊急事態の対処方法は、８．２（２）

ｃ．緊急時の対応、８．３（２）従業者の具体的対応を参照のこと。 

 

・手続き、作業全体を示したポスター等の掲示 

 タッチパネルは、契約～保安教育～操作手順について、作業毎の詳しい説明はするが、

現状が手順のどの段階であるか等、顧客は作業の全体を把握することができない可能性が

ある。そのため、顧客が行う作業やその他周知事項全てを一目でわかるように、タッチパ

ネルとは別に、ポスター等をわかり易いところに掲示することを推奨する。 

 

■関連法規制・基準 

 一般則：第 7 条の 3 第 1 項第 1 号、第 2 項第 32 号 

 例示基準：32．通報のための措置 
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９．２ 静電気除去 

 セルフ水素スタンドのディスペンサー付近では、一般則第７条の３の技術上の基準に基

づき、水素の漏えいを予防する対策、検知及び緊急停止等の対策が施されており、水素の

漏えいが起こることは稀である。また、従業者は帯電防止対策を施した作業服を着ている

ため、仮に水素が漏えいしても、静電気による着火の可能性は極めて低い。しかしながら、

顧客の衣服等には帯電防止対策が取られていないため、帯電の恐れがあり、着火原因とな

りうる。 

ここでは、万が一、水素充塡準備作業中に、水素が漏えいした場合を考え、着火源とな

る恐れのある静電気をあらかじめ除去することを目的とする。 

■顧客 

・顧客は水素充塡準備作業のときに、静電気除去作業を行う。 

・具体的には、素手で、ディスペンサー付近に設置された「静電気除去パッド等」に触

れることにより、静電気除去を行う。 

 ・ノズルを燃料電池自動車の充塡口に接続したり、取り外したりする際、ノズルを掴む

前に、「静電気除去パッド等」に触れる。 

・作業を中断し、現場を離れた場合は、作業を再開する前に、必ず、再度「静電気除去 

パッド」に触れて、静電気除去を行う。 

 

■事業者・従業者 

・タッチパネル、ポスター、音声ガイダンス等で、顧客の作業手順を表示する。 

・ディスペンサー付近に「静電気除去パッド等」を設置する。 

・次の観点で、顧客を監視する。 

  ＊手袋等を外し、「素手」で 「静電気除去パッド等」に触れているか 

  ＊ノズルを燃料電池自動車の充塡口に接続したり、取り外したりする際、ノズルを

掴む前に、「静電気除去パッド等」に触れているか 

  ＊途中で作業を中断していないか（トイレ等）、戻ってきたら再度、「静電気除去パ 

ッド等」に触れているか 

 

■関連法規制・基準 

該当なし  
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９．３ 車載容器期限の確認 

 燃料電池自動車の水素充塡のための車載容器には、「充塡可能期限」「検査有効期限」「再

検査有効期限」の３つの有効期限がある。 

「充塡可能期限」：車載容器の使用期限。燃料電池自動車車載容器は繊維強化プラスチッ

ク複合容器であり、その使用期限は容器検査に合格した日の前日から起

算して１５年 

「検査有効期限」：容器検査に合格した日から４年１か月 

「再検査有効期限」：容器再検査に合格した日から２年３か月 

 法第４８条第１項には、容器期限を確認して高圧ガスを充塡しなければならないことが

定められており、期限切れの容器に高圧ガスを充塡した場合、６か月以下の懲役若しくは

50 万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとある。（法第８１条） 

 したがって、顧客は、水素充塡準備作業として、燃料電池自動車の車載容器の期限が有

効であることを確認しなければならない。 

■顧客 

（１）顧客は、水素充塡口の扉の裏側に ①「車載容器総括証票」、②「容器再検査合格

証票」のいずれか、あるいは両方が貼られていることを確認する。 

①のみがある場合：「検査有効期限」の日付を確認する。 

①②がある場合：②の「再検査有効期限」の最新の日付を確認する。 

（２）日付が 本日 ＊＊＊＊年＊月＊日以降であるかを確認する。 

  日付が本日以降の場合  → 引き続き、水素充塡準備作業を行う。 

  有効期限が切れている場合→ 従業者の指示に従う。 

（３）顧客は確認結果を、タッチパネル操作で入力するか、あるいはインターホン等で直

接、従業者に伝える。 

 

■事業者・従業者 

・タッチパネル、ポスター、音声ガイダンス等で、顧客の作業手順を表示する。 

・期限切れの場合の対応 

（１）充塡可能期限切れ： 

燃料電池自動車の車載容器は複合容器であり、その充塡可能期限は一般則第６条第

２項第２号ヌに規定する圧縮水素自動車燃料装置用容器及び国際圧縮水素自動車燃料

装置用容器については当該容器の刻印等に示された年月から１５年、同条同号ルに規

定する国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器については当該容器の製造した月

の前月からから起算して１５年である。充塡可能期限が過ぎていた場合、水素を充塡

することができないだけでなく、車載容器にガスが残っている場合、その場から移動

することもできない（法第２３条、一般則第４９条第１項第３号及び第４号）。移動す

るためには、その場で、脱圧する必要があるが、現状の燃料電池自動車及び水素スタ

ンドでは、そのような対策が取れるようにはなっていない。 

なお、燃料電池自動車の市販開始が 2014 年であることから、本件該当容器を搭載
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した燃料電池自動車が現れるのは 2029 年以降と考えられる。 

（２）検査期限、再検査期限切れ： 

燃料電池自動車の車載容器は、製造から４年１か月、その後は２年３か月毎に容器

の健全性を確認し、検査有効期限の延長が行われる（最長、充塡可能期限まで）。検査

期限、再検査期限が切れていた場合、水素充塡を行うことはできない。そのため、容

器検査所にて容器再検査を受けるよう促す。 

・顧客の日付の見間違い、虚偽申請に注意する。 

・顧客の見間違い、虚偽申請を防止するために、機械的な確認方法の可能性が検討されて

いる。例として、バーコード・QR コード、通信、IC タグ等による確認方法が挙げられ

る。 

・セルフ水素スタンドに限らず、車載容器の期限確認に関しては、全ての圧縮水素スタン

ド全般に行われる作業である。本作業は煩雑であるため、「期限確認を車検と同時に行う

等して、水素スタンドでの充塡時の容器期限確認を不要にする」ことの検討が平成 29 年

度規制改革要望に盛り込まれている。今後の動向によっては、顧客による車載容器期限

確認の作業は不要になる可能性があることを留意しておくこと。 

 

■関連法規制・基準 

法：法第 23 条、第 48 条 

一般則：第 7 条の 3 第 3 項第 1 号（第 6 条第 2 項第 2 号ヌを準用）、第 49 条 
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９．４ ディスペンサーからのノズルの取り外し 

～燃料電池自動車充塡口へのノズルの嵌合 

 脱圧されているノズル及びホースをディスペンサーから外して、ホースを取り回し、燃

料電池自動車の充塡口に嵌合するまでの一連の作業。 

 

■顧客 

・顧客は、ディスペンサーからノズルを取り外して、燃料電池自動車充塡口へのノズル嵌

合までの一連の作業の概要を、タッチパネル、ポスター、音声ガイダンス、あるいは従

業者の直接指導により確認する。 

・ノズルを掴む前に、静電気除去パッド等に触れる。 

・POS（タッチパネル）、ディスペンサー、ノズル・充塡ホース及び燃料電池自動車充塡

口の相互の位置関係を考慮し、顧客は、最適な立ち位置を確認し、充塡準備作業を行う。 

・ノズル及びホースは、重いので、顧客は、常に両手で取り扱う。 

・顧客は、ノズルを燃料電池自動車充塡口に嵌合する。嵌合は、ノズルの『カチッ』とい

う音を確認するか、ノズルの開閉表示により確認することで、嵌合完了と判断する（音

か表示かは、ノズルメーカーの仕様による）。 

・凍結等によりノズルが嵌合しない場合は、無理をせず、従業者に指示を仰ぐ。 

・ノズル嵌合後、ノズルを回す等、ノズル及び充塡口を傷つける行為を行わない。 

■事業者、従業者 

・タッチパネル、ポスター、音声ガイダンス等で、顧客の作業手順を表示する。 

・POS（タッチパネル）、ディスペンサー、ノズル・充塡ホース及び燃料電池自動車充塡

口の相互の位置関係を考慮し、顧客の立ち位置を、地面に表示する。 

・次の観点で、顧客を監視する。 

＊ノズルを掴む前に、静電気除去パッド等に触れたか 

  ＊最初の立ち位置に問題はないか 

  ＊ノズルを両手で取り扱っているか 

  ＊水分除去等の追加作業で戸惑っていないか 

  ＊その他、顧客が作業で困っていないか（凍結等により嵌合できない等） 

  ＊不安全行為を行っていないか（ノズル、充塡口を傷つけるような行為を 

していないか等） 

・顧客の怪我、設備の損傷を考え、ノズル及び充塡ホースは可能であれば、軽量なものを

選定することを推奨する。 

・ノズルと赤外線通信システムが一体型のノズルは、ノズルを誤って落として赤外線通信

システムを損傷した場合、全てを交換する必要があり、費用及び時間を有する。よって、

顧客がノズルを取り扱うセルフ水素スタンドでは、赤外線通信システムのみが交換でき

るタイプのノズルの採用を推奨する。 

・ノズルを誤って落としても、地面に落下しないよう、バランサーやワイヤ吊り等、落下

防止の措置の設置を推奨する。 
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・顧客がホースを取り扱うセルフ水素スタンドにおいては、通常の水素スタンドに比べ、

損傷が激しい恐れがあるので、樹脂カバーやスプリングによるホースの保護を推奨する。 

・ノズルに水分が付着している場合、ノズルと燃料電池自動車充塡口を嵌合した際、凍結

し、固着する恐れがある。一般則第７条の３第３項第５号に、凍結した状態でノズルを

嵌合してはならない旨定められている。そのため、水分を除去する乾燥エアー及びエア

ーガンの設置、ノズルへの水分付着防止、結露凍結防止のためのキャップの設置を推奨

する。また、タッチパネル、ポスター、音声ガイダンス等で、水分の除去方法を顧客に

わかり易く説明する。 

・ノズルと燃料電池自動車充塡口の嵌合完了を顧客が確認できる機械的表示を推奨する。 

 

■関連法規制・基準 

一般則：第 7 条の 3 第 3 項第 5 号 

例示基準：59．ディスペンサーからの漏えい等の防止措置 

自主基準：JPEC-S 0007 圧縮水素スタンド安全技術基準 

 4．ノズル収納措置 

5．ディスペンサーホースの損傷防止措置 

     16．凍結したコネクター部ノズル等の措置 
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９．５ 充塡準備完了指示 

 セルフ水素スタンドでは、顧客の安全の観点から、水素充塡開始は、顧客は行わず、従

業者が行う。そのため、本作業では、顧客は、従業者に水素充塡を行ってもらうために、

ノズルの燃料電池自動車充塡口との嵌合が完了した旨を従業者に連絡し、水素充塡を促す。 

 

■顧客 

・顧客は、ノズルと燃料電池自動車充塡口の嵌合が完了したと判断したら、タッチパネル

の「充塡準備完了ボタン」（例）を押し、従業者に嵌合完了の確認と水素充塡を指示する。 

・顧客は、「充塡準備完了ボタン」（例）を押した後は、その場（タッチパネル前）で待機

する。 

 

■事業者・従業者 

・タッチパネル、音声ガイダンス等で、嵌合の確認状況、充塡開始、従業者駆けつけ等状

況を表示する。 

・タッチパネルからの顧客の「充塡準備完了」の連絡を、事務所 POS にて従業者が受信

すると、従業者は、「充塡開始ボタン」（例）を押すかあるいは自動で、嵌合が完全かど

うか確認する。嵌合が完全であれば、自動的に水素が充塡され、不完全であれば、水素

充塡は開始されない。 

・嵌合が不完全な場合、従業者は、速やかに充塡準備作業現場に駆けつけ、再嵌合を行い、

水素充塡を実施する。 

 

■関連法規制・基準 

該当なし 
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９．６ 充塡中待機 

 水素充塡中は、顧客の作業は何もないが、顧客の安全を考え、顧客は、高圧ガスが流れ

ている充塡ホースには近づかないようにする。 

 

■顧客 

・顧客は、「９．５ 充塡準備完了指示」にて、待機場所に移動しているので、その場で

待機する。 

 

■事業者・従業者 

・タッチパネル、音声ガイダンス等で、充塡状況がわかるよう表示する（「充塡中」「間も

なく充塡終了」「脱圧中」「充塡終了」等）。 

・顧客が、不安全行為、禁止行為・禁止事項を行わないよう監視する。 

・水素充塡中、ディスペンサー周りからの水素漏えいが検知された場合、警報の発報、顧

客の安全な場所への誘導、緊急停止とともに、ディスペンサー周りの脱圧を行う。 

・待機中の顧客に対し、画面による充塡状況、禁止行為・禁止事項、緊急時の対応等につ

いてのタッチパネル画面での表示、音声ガイダンスによるアナウンスの実施等を推奨す

る。 

 

■関連法規制・基準 

該当なし 
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９．７ 充塡終了後の燃料電池自動車充塡口からのノズルの取り外し 

～ディスペンサーへのノズルの収納 

 水素充塡終了後、脱圧されたノズル及びホースを燃料電池自動車の充塡口から外して、

ホースを取り回し、ディスペンサーにノズルを収納するまでの一連の作業。 

 

■顧客 

・顧客は、画面の「充塡終了」の表示を確認したら、ノズル及びホースを燃料電池自動車

の充塡口から外して、ホースを取り回し、ディスペンサーにノズルを収納するまでの一

連の作業の概要を、タッチパネル、ポスター、音声ガイダンス、あるいは従業者の直接

指導により確認する。 

・ノズルを掴む前に、静電気除去パッド等に触れる。 

・POS（タッチパネル）、ディスペンサー、ノズル・充塡ホース及び燃料電池自動車充塡

口の相互の位置関係を考慮し、顧客は、最適な立ち位置を確認し、充塡準備作業を行う。 

・ノズル及びホースは、重量があるので、顧客は、常に両手で取り扱う。充塡直後、ノズ

ルの冷えた金属部分に触らないようにする。 

・顧客は、凍結固着等で、ノズルが燃料電池自動車充塡口から外れないときは、無理に外

そうとせず、従業者を呼び出し、取り外しを依頼する。 

 

■事業者、従業者 

・タッチパネル、ポスター、音声ガイダンス等で、顧客の作業手順を表示する。 

・POS（タッチパネル）、ディスペンサー、ノズル及びホース、燃料電池自動車充塡口の

位置関係を考慮し、顧客の立ち位置を地面に表示する。 

・次の観点で、顧客を監視する。 

＊ノズルを掴む前に、静電気除去パッド等に触れたか 

  ＊最初の立ち位置に問題はないか 

  ＊ノズルを両手で取り扱っているか  

  ＊充塡直後、ノズルの冷えた金属部分に触れようとしていないか 

  ＊凍結固着により燃料電池自動車充塡口からのノズル取り外しができず 

困っていないか 

  ＊水分除去等の追加作業で戸惑っていないか 

  ＊その他、顧客が作業で困っていないか 

  ＊不安全行為を行っていないか 

・顧客の怪我、設備の損傷を考え、ノズル及びホースは可能であれば、軽量なものを選定

することを推奨する。 

・ノズルと赤外線通信システムが一体型のノズルは、ノズルを誤って落として、赤外線通

信システムを損傷した場合、全てを交換する必要があり、費用及び時間を有する。よっ

て、顧客がノズルを取り扱うセルフ水素スタンドでは、赤外線通信システムのみが交換

できるタイプのノズルの採用を推奨する。 
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・ノズルを誤って落としても、地面に落下しないよう、バランサーやワイヤ吊り等、落下

防止の措置の設置を推奨する。 

・顧客がホースを取り扱うセルフ水素スタンドにおいては、通常の水素スタンドに比べ、

損傷が激しい恐れがあるので、樹脂カバーやスプリングによるホースの保護を推奨する。 

・ノズルに水分が付着している場合、次回、他の顧客が、そのままノズルと燃料電池自動

車充塡口を嵌合し、凍結、固着する恐れがある。一般則第７条の３第３項第５号に、凍

結した状態でノズルを嵌合してはならない旨定められている。そのため、水分を除去す

る乾燥エアー及びエアーガンの設置、ノズルへの水分付着防止、結露・凍結防止のため

のキャップの設置を推奨する。また、タッチパネル、ポスター、音声ガイダンス等で、

水分の除去方法を顧客にわかり易く説明する。 

・凍結固着等で、ノズルが燃料電池自動車充塡口から外れないときに、顧客が無理に外そ

うとせず、速やかに従業者に連絡できるような措置（タッチパネル、ポスター、音声ガ

イダンスへの表示等）を講ずる。 

・ノズルをディスペンサーに確実に収納するまで、精算画面に移行しないようなシステム

等を採用し、確実にノズルを燃料電池自動車充塡口から取り外させ、ノズルを接続したま

ま車両を発進させないようにする。（一般則第７条の３第３項第２号に対する措置）。 

■関連法規制・基準 

一般則：第 7 条の 3 第 2 項第 25 号 

第 7 条の 3 第 3 項第 2 号 

第 7 条の 3 第 3 項第 5 号 

例示基準：59．ディスペンサーからの漏えい等の防止措置 

     59 の 8．車両の誤発進等によるホースの破損を防止するための措置 

（圧縮水素スタンド） 

59 の 9．車両の誤発進防止（圧縮水素スタンド） 

自主基準：JPEC-S 0007 圧縮水素スタンド安全技術基準 

 4．ノズル収納措置 

5．ディスペンサーホースの損傷防止措置 

     16．凍結したコネクター部ノズル等の措置 
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１０．解説 

 

１０．１ 準委任契約について 

■セルフ水素スタンドにおける契約 

セルフ水素充塡準備作業は、事業者が顧客に「水素充塡準備行為」を実施してもらうも

のである。すなわち、実施行為を委任するものであり、実施により何らかの成果を期待す

るものではない。 

よって、事業者と顧客の間で成立する契約は、民法で定める「準委任契約」が最も適し

ている。 

 

「委任契約」「準委任契約」とは、行為（業務）の実行について相手側にその遂行を委任

（任せて委託）する契約 

 

・委任契約 

第 643条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれ

を承諾することによって、その効力を生ずる。 

（→委任（委任契約）は、当事者の一方（委任者）が法律行為をすることを相手方に委託

し、相手方（受任者）がこれを承諾することを内容とする契約。法律行為を行うというこ

とで、受任者は、弁護士等、法律関連の業務を行っているものが対象） 

 

・準委任契約 

第 656条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。 

（→準委任（じゅんいにん）とは、法律行為ではない事実行為の事務の委託することをい

う。準委任にも、委任の規定が準用される） 

 

⇒水素スタンド事業者（委任者）が 法で定める水素の充塡準備行為をすることを顧客（相

手方）に委託し、相手方がこれを承諾することを内容とする契約  

 

・委任契約と雇用契約の違い 

①委任契約（準委任契約）は、委任する行為に対する契約であり、成果は問わない。 

雇用契約は委託した業務の成果に対する契約。 

②委任契約（準委任契約）は、特に定めない限り、受任者は無償で行為を実施。 

雇用契約は成果に対する受任者の報酬が規定される。 

③委任契約（準委任契約）には善管注意義務（民法第 644条、657条）があり 

受任者は委任事項実施に際し、借用したもの等に対して、善良な管理者としての 

義務を負う。  
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次ページ以降に、準委任契約の例を示す。 

（１）一般的な（準）委任契約書（例） 

 本例は、一般的な準委任契約書の例である。委任事項と委任期間が明確であれば、準

委任契約書として成立する。必要に応じて、報酬や実費の請求と委任目的不成就の場合

の取決め、委任条件、再委任の禁止、秘密保持、契約解除・解約といった規定を追加す

ることができる。 

 

（２）（準）委任契約書（例）のひな形をもとにしたセルフ契約書のイメージ 

 セルフ水素スタンドにおけるセルフ契約書例を示す。セルフ水素スタンドにて、事業

者が、顧客に水素充塡準備作業を委任する場合、委任事項と委任期間以外に、委任の条

件を規定に追加する必要がある。委任事項には、具体的な委任内容を記載し、事業者と

顧客間の認識の齟齬がないようにすることが望ましい。本例では、委任の条件にある「保

安教育」の具体的項目については、契約締結後引き続き、保安教育を実施することを前

提に、特に記載していない。ただし、保安教育に際しては、危害予防規程に基づいて、

法を守って、安全に、充塡準備作業を実施するよう顧客に周知する必要がある（７．２ 

参照）。 

必要に応じて、善管注意義務の規定を追加してもよい。セルフ水素スタンドの運営か

ら考え、報酬、実費の請求、委任目的不成就の場合の取決め、秘密保持に関する規定は

不要と考える。 

 その場セルフ契約方式及びセルフ水素カード契約方式における委任期間は、その場セ

ルフ契約方式では契約したその場の１回限り、セルフ水素カード契約方式では、保安教

育の有効期限である１年間となる。また、セルフ水素カード契約方式に関しては、セル

フ水素カードを充塡準備作業時に携帯すること、他人に貸与しないこと（再委任の禁止）

を契約書に記載することが望ましい。 

 

（３）タッチパネル契約画面例 

 タッチパネル画面でセルフ契約を行い、充塡準備作業を実施する顧客としては、これ

までに、燃料電池自動車で水素スタンドに来店し、従業者に水素充塡をしてもらったこ

とがあり、その作業がある程度イメージできる者を想定している。 

タッチパネルでの契約締結を考えた場合、限られた画面スペースに、必要事項をわか

り易く表示することが重要である。そのために、準委任契約で必要な委任事項、委任期

間に加え、セルフ水素スタンドで必要な委任条件、法に基づく保安教育の受講が、顧客

に伝わるよう可能な限り具体的に示すことが大切である。 

また、顧客が途中で受任を解約し、従業者による充塡に変更できるようにしておくこ

とが重要である。また、タッチパネルにおける契約においては、再確認画面を設ける、

前画面に戻れる等の仕組みが必要である。  
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（１）一般的な（準）委任契約書（例） 

 

○○○を乙、△△△△を甲として、甲乙間に次のとおり委任契約を締結する。 

【委任事項】 

第１条 甲は、乙に対し、下記の事項を委任し、乙はこれを受任する。 

記 

甲が◇◇をするにあたり必要となる、○○に関する手続き 

【報酬】 

第２条 報酬は金○○○○円とし、甲はこれを次のとおり支払う。 

(1) 本契約時に、内金として金△△△△円 

(2) 前条の委任事項が終了した際、残金として金◇◇◇◇円 

（委任契約では、特約がなければ、受任者は報酬を請求できない（民法第 648 条 1 項）。） 

【実費】 

第３条 第１条の委任事項に必要な交通費、郵便代等の実費は甲が別途これを負担する。 

    ２ 甲は、本契約時に前項の実費概算金として金○○円を乙に預託する。 

（受任者は、費用前払請求権を有する（民法第 649条）。） 

    ３ 本件委任事項終了時又は本契約期間満了時において前項の預託金に余剰が

あ 

る場合は、乙はこれを甲に返還するものとする。 

（預託金余剰の場合の規定であるが、預託金が不足した場合は、受任者は不足額の精算を

求めることができる（民法第 650条第 1項）。） 

【委任目的不成就の場合】 

第４条 乙の責によらず、委任事項が完遂できなかった場合、乙は前条(1)の報酬内金を

返 

還することを必要としない。 

（受任者も委任事項完遂に向けて、手数を要しているため、設けられている規定。） 

【委任期間】 

第５条 本件委任期間は、本契約日から○○ヶ月間とする。ただし、甲乙協議により委託

期間を相当期間伸長することができる。 

 

以上のとおり、契約が成立したので、本書面２通作成し、甲乙各１通を保有する。 

平成○年△月◇日 

          住所 

          甲 △△△△ 

          住所 

          乙 ○○○ 

（必要に応じて、【委任条件】、【再委任の禁止】、【秘密保持】、【契約解除・解約】等の規

定が追加される場合がある。一方、１条と５条のみでも（準）委任契約書として成立する。） 
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（２）（準）委任契約書（例）のひな形をもとにしたセルフ契約書のイメージ 

 

準委任契約書（例：その場セルフ契約方式） 

 

顧客○山○男を乙、△△水素スタンドを甲として、甲乙間に次のとおり委任契約を締結す

る。 

【委任事項】 

第１条 甲は、乙に対し、下記の事項を委任し、乙はこれを受任する。 

記 

甲が運営する△△水素スタンドにおいて、乙が自ら、乙の自家用燃料電池自動車に水素充

塡の準備をすること 

   水素充塡の準備としての具体的な実施事項として、 

① 作業開始前に帯電している静電気を除去すること 

② 充塡口扉の裏の容器期限を確認すること 

③ ディスペンサーからノズルを外し、燃料電池自動車に取り付けること 

④ 水素充塡準備完了のスイッチを押すこと 

⑤ 水素充塡中、所定の場所で待機すること 

⑥ 水素充塡が終わったことを確認し、燃料電池自動車よりノズルを取り外し、ノ

ズルをディスペンサーに戻すこと 

【報酬】 

第２条        無報酬なので不要 

【実費】 

第３条        実費はかからないので不要 

【委任目的不成就の場合】 

第４条        無報酬なので不要 

【委任期間】 

第５条 本件委任期間は、今回の１回限りとする。 

【委任の条件等】 

第６条 乙は委任事項を実施する前に、甲が準備する「保安教育」を受講するものとする。 

【再委任の禁止】 

第７条           不要（その場充塡、１回限りのため） 

【秘密保持】 

第８条           不要 

【善管注意義務】 

第９条 委任契約（準委任契約）自体、受任者の善管注意義務を有するので、本来条項と

して不要であるが、顧客に設備等の保全を義務付けるために入れることも可。 

 

以上のとおり、契約が成立したので、本書面２通作成し、甲乙各１通を保有する。 
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平成○年△月◇日 

          住所 

          甲 △△水素スタンド 

          住所 

          乙 ○山○男 
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準委任契約書（例：セルフ水素カード契約方式） 

 

顧客○山○男を乙、△△水素スタンドを甲として、甲乙間に次のとおり委任契約を締結す

る。 

【委任事項】 

第１条 甲は、乙に対し、下記の事項を委任し、乙はこれを受任する。 

記 

甲が運営する△△水素スタンドにおいて、乙が自ら、乙の自家用燃料電池自動車に水素充

塡の準備をすること 

   水素充塡の準備としての具体的な実施事項として、 

① 作業開始前に帯電している静電気を除去すること 

② 充塡口扉の裏の容器期限を確認すること 

③ ディスペンサーからノズルを外し、燃料電池自動車に取り付けること 

④ 水素充塡準備完了のスイッチを押すこと 

⑤ 水素充塡中、所定の場所で待機すること 

⑥ 水素充塡が終わったことを確認し、燃料電池自動車よりノズルを取り外し、ノ

ズルをディスペンサーに戻すこと 

【報酬】 

第２条        無報酬なので不要 

【実費】 

第３条        実費はかからないので不要 

【委任目的不成就の場合】 

第４条        無報酬なので不要 

【委任期間】 

第５条 本件委任期間は、本契約日より１年間とする。ただし、第６条の保安教育を再受

講することにより委託期間を更に１年間伸長することができる。 

【委任の条件等】 

第６条 乙は委任事項を実施する前に、甲が準備する「保安教育」を受講するものとする。 

   ２ 乙は、本契約締結後、甲が発行する「セルフ水素カード」を携帯し、委任事項 

を実施の際には、該カードを甲又は甲の従業者に提示するものとする。 

【再委任の禁止】 

第７条           必要（カードの使い回し防止） 

【秘密保持】 

第８条           不要 

【善管注意義務】 

第９条 委任契約（準委任契約）自体、受任者の善管注意義務を有するので、本来条項と

して不要であるが、顧客に設備等の保全を義務付けるために入れることも可。 
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以上のとおり、契約が成立したので、本書面２通作成し、甲乙各１通を保有する。 

 

平成○年△月◇日 

          住所 

          甲  △△水素スタンド 

          住所 

          乙  ○山○男 

 

 

  



54 

 

（３）タッチパネル契約画面例 

 

上記画面例（その場セルフ契約方式）では、 

・委任内容：セルフ水素充塡準備作業（充塡前後のノズルの着脱、ホースの取り回し等） 

・委任条件：法に基づく保安教育の受講、契約期間 

・委任条件の保安教育の項目：禁止行為・禁止事項、緊急時の対応、委任する水素充塡 

準備作業の範囲、法に違反した場合の罰則 

・充塡準備作業途中でも、解約して、従業者による充塡に変更可能 

が明記されている。 

 セルフ水素カード契約方式の場合は、上記画面例をもとに、「（２）（準）委任契約書

（例）のひな形をもとにしたセルフ契約書のイメージ」に示す、契約期間、セルフ水素カ

ードの取扱いに関する内容等を加味して、タッチパネル画面を作成することが望ましい。 
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１０．２ タッチパネル例 

 

ここでは、７．セルフ水素スタンド運営におけるイベントの流れ、８．顧客にセルフ充

塡準備作業を許容するための必要事項、９．水素充塡準備における具体的作業と安全対策

に記載の内容をもとに作成した具体的なタッチパネル例を示す。 

 

・本例は、その場セルフ契約方式の場合を想定。 

・それぞれのタッチパネル画面で必要と考えられる内容を文字で表示。 

・吹き出し文字にて、記載理由等を表示（タッチパネル画面としては不要）。 

・本例はあくまで参考例であり、実施には各事業者の工夫により、文字の内容を音声、写

真、絵、動画等を活用して、顧客にわかり易く、誤解のない画面を作成することが望ま

れる。 

・契約画面に関しては、最終的には、弁護士等法律の専門家に相談し、意図する契約内容 

になっているか確認することを推奨する。 
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